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行政・獣医事

関係省庁・団体・機関からの通知等（平成 28年 3月分）

省庁・団体・機関 通　知　件　名 文書番号等

厚生労働省
　医薬・生活衛生局長
　監視指導・麻薬対策課長

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性
の確保等に関する法律第 2条第 15 項に規定す
る指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定する医
療等の用途を定める省令の一部改正等について

平成 28 年 3 月 1 日付け
27 日獣発第 333 号

（医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第 15 項に規定す
る指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定する医
療等の用途を定める省令の一部改正について ） （ 平成 28 年 2 月 18 日付け

薬生発 0218 第 3 号 ）

（指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を医療等の用途に供するために販売等を扱
う際の取扱いについて ） （ 平成 28 年 2 月 18 日付け

薬生監麻発 0218 第 5 号 ）

農林水産省
　消費・安全局
　　畜水産安全管理課長

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関
する特別措置法に基づき管理者が行う耳標の装
着等の適切な実施に関する協力依頼

平成 28 年 3 月 3 日付け
27 日獣発第 339 号

（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づき管理者が行う耳標の装
着等の適切な実施に関する協力依頼 ） （ 平成 28 年 2 月 25 日付け

27 消安第 5751 号 ）

農林水産省
　生産局畜産部飼料課長
　政策統括官付穀物課長

平成 28 年以降の飼料作物等の流通・利用の自
粛及びその解除等の取扱いについて

平成 28 年 3 月 31 日付け
27 日獣発第 354 号

（平成 28 年以降の飼料作物等の流通・利用の自粛及びその解除等の取扱いについて ） （ 平成 28 年 3 月 25 日付け
27 生畜第 1974 号
27 政統第 874 号 ）

農林水産省
　消費・安全局
　　畜水産安全管理課
　　　薬事監視指導班長

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性
の確保等に関する法律第 2条第 15 項に規定す
る指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定する医
療等の用途を定める省令の一部改正について

平成 28 年 3 月 31 日付け
事　務　連　絡

（医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第 15 項に規定す
る指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定する医
療等の用途を定める省令の一部改正について ） 平成 28 年 3 月 14 日付け

事　務　連　絡

農林水産省
　消費・安全局
　　畜水産安全管理課
　　　薬事審査管理班長

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する
省令の一部を改正する省令の制定について

平成 28 年 3 月 31 日付け
事　務　連　絡

（動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定について ） 平成 28 年 3 月 18 日付け
事　務　連　絡

注：カッコ内は省庁・団体・機関からの通知の件名，文書番号等
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